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市第 136号議案 令和４年度横浜市一般会計補正予算（第８号） 

（こども青少年局関係部分） 

市第 143 号議案 令和４年度横浜市母子父子寡婦福祉資金会計補正予算（第１号） 

 

１ 総括表 

 (1) 一般会計                                  （単位：千円） 

 補正額 国支出金 県支出金 
負担金 
その他 

市債 一般財源 

こども青少年費 2,673,074 1,117,505 588,612 2,816 ▲21,000 985,141 

 (2)特別会計                                   （単位：千円） 

 補正額 国支出金 県支出金 
負担金 
その他 

市債 一般財源 

母子父子寡婦 
福祉資金会計 
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２ 一般会計歳入歳出予算補正 

 (1) 国補正等に連動した対策                                                      

ア こどもの送迎車両等における安心・安全対策支援事業                     （単位：千円）   

補正額 国支出金 県支出金 
負担金 
その他 市債 一般財源 

748,080 614,270 0 0 0 133,810 

 

こどもの安全対策を強化するため、保育所等の送迎用バス等への安全装置の設置や、ＩＣＴを

活用したこどもの見守りサービスの導入等に対する支援を行います。 

【概要】 

補 助 内 容

等 

 

①送迎用バス等への安全装置の導入支援 

対象施設：私立保育所 67か所、幼保連携型認定こども園 36か所、地域型保育

事業 17か所、認可外保育施設 31か所、障害児入所・通所施設 643

か所、放課後児童クラブ等 20か所、児童養護施設等 18か所 

補助額：175千円/台（国補助額どおり）、補助率：10/10 

※補正額は国の補正予算での積算に合わせ、180千円/台で計上 

※保育所等における通園以外の送迎用バス等、障害児入所施設及び児童養護施

設等は全額一般財源で実施 

②登園管理システムの導入支援 

  対象施設：障害児通所施設（児童発達支援のみ）268か所 

補助額：700千円/所、補助率：4/5 

③ＩＣＴを活用したこどもの見守りサービス（ＧＰＳ等）の導入支援 

対象施設：私立保育所 868 か所、幼保連携型認定こども園 50 か所、地域型保

育事業 267 か所、認可外保育施設 377 か所、障害児通所施設(児童

発達支援のみ) 268か所 

補助額：200千円/所、補助率：4/5 

④バス送迎に係る安全管理研修の実施 

実施時期 令和５年２月～令和６年３月 

令 和 ５ 年 ２ 月 1 3 日 
こども青少年・教育委員会 
こ ど も 青 少 年 局 



イ その他、国事業との連携等
(単位：千円)

国支出金 県支出金
負担金
その他

市債 一般財源

1 施設型給付費 102,190 179,321 0 0 179,322

2
保育・教育施設向上支援
費

0 0 0 0 109,815

3 地域型保育給付費 6,973 11,081 0 0 11,079

109,163 190,402 0 0 300,216

(2) 事業の執行見込にあわせた整理補正
(単位：千円)

国支出金 県支出金
負担金
その他

市債 一般財源

0 0 0 0 283,508

 ◇給与改定及び共済費等の増に伴う増額

668,383 238,759 0 0 513,610

 ◇利用回数の増等に伴う増額

0 0 0 59,000 132

 ◇物価高騰等の影響による工事費の増に伴う増額

▲ 190,000 0 0 0 0

▲ 48,824 0 2,816 0 ▲ 100,465

▲ 35,487 44,559 0 ▲ 220,000 109,222

394,072 283,318 2,816 ▲ 161,000 806,007

No. 事業名
内　　訳

 ◇令和４年人事院勧告を踏まえた公定価格の改定に伴い、保育士等の処遇改善を実施

No. 事業名
内　　訳

合　　計 599,781

1 こども青少年局人件費

2 障害児通所支援事業

3
横浜医療福祉センター港
南擁壁改修事業

4
低所得の子育て世帯に対
する子育て世帯生活支援
特別給付金給付事業  ◇対象児童数が当初見込みを下回ったことに伴う減額

5 児童扶養手当支給事業
 ◇対象児童数が当初見込みを下回ったことに伴う減額

6
公立児童福祉施設整備事
業

 ◇南部児童相談所移転新設工事の工期見直しに伴う減額
                                                      ▲157,083千円
 ◇道路用地を新たな児童相談所用地とするために必要となる国費の返還に
   伴う増額　89,116千円
 ◇起債充当率の変更に伴う財源更正（県支出金の増に伴う市債の減）　等

合　　計

補正額

460,833

109,815

29,133

補正額

283,508

1,420,752

59,132

▲ 190,000

▲ 146,473

▲ 101,706

1,325,213
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(3) 財源更正 (単位：千円)

国支出金 県支出金
負担金
その他

市債 一般財源

0 114,892 0 0 ▲ 114,892

0 0 0 140,000 ▲ 140,000

３　特別会計歳入歳出予算補正

  (1) 事業の執行見込にあわせた整理補正
(単位：千円)

国支出金 県支出金
負担金
その他

市債 一般財源

0 0 1 0 0

４　債務負担行為補正

　(1) 一般会計

　  ア 予算外義務負担の変更を行うもの

No.

変更前 変更前

変更後 変更後

No. 事業名
内　　訳

1
児童福祉施設等物価高騰
対策支援事業

 ◇県物価高騰対応支援事業費補助金の交付に伴う財源更正

補正額

0

保育所等整備事業
 ◇起債充当率の変更に伴う財源更正（釜利谷保育園の民間移管に向けた国
   有地取得における起債対象経費の増）

No. 事業名
内　　訳

0

補正額

1

1

母子父子寡婦福祉資金会
計　２事業
・市債金会計繰出金
・一般会計繰出金

 ◇国への償還金の増に伴う市債金会計繰出金の増等
　 市債金会計繰出金の増 6,438千円、一般会計繰出金の減 ▲6,437千円

1

2

 ◇港南区複合施設新築工事について、工事資材不足や入手遅延が生じたことに伴い工期を延長するた
   め、予算外義務負担の期間及び限度額を変更します。（港南区複合施設は、南部児童相談所・地域
   ケアプラザ・コミュニティハウスの合築施設）

限度額

2,500百万円

2,700百万円

港南区複合施設新築工事請
負契約の締結に係る予算外
義務負担

事項 期間

令和５年度

令和５年度から
令和６年度まで
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５　繰越明許費補正

　(1) 一般会計
(単位：千円)

No. 事業名

1
こどもの送迎車両等にお
ける安心・安全対策支援
事業

2 保育所等整備事業

3
民間児童福祉施設整備事
業

4
横浜医療福祉センター港
南擁壁改修事業

 ◇物価高騰等の影響による工事費の増に伴い、
　 工期が翌年度にわたることが見込まれるため。

合　　計

繰　越　理　由

 ◇送迎バス用等への安全装置の導入支援等に係る補助金の
   交付にあたり、事業者からの申請が翌年度にわたること
   が見込まれるため。

 ◇花月園競輪場跡地開発区域内の保育所用地の取得が、跡
   地開発にかかる工程の遅延により、翌年度になることが
   見込まれるため。
 ◇釜利谷保育園の民間移管に向けた国有地の取得が、国の
   事務手続きの進捗状況等により、翌年度になることが見
   込まれるため。
 ◇高風保育園の老朽改築工事の工期が、資材機器の入手困
   難等により、翌年度にわたることが見込まれるため。

 ◇高風子供園の新築工事の工期が、資材機器の入手困難等
   により、翌年度にわたることが見込まれるため。

設定額

752,000

98,000

1,453,000

410,000

193,000
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